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下記の①～③の理由により、 し尿汲取り手数料の減免をお願いします。 （※のみ記入してください）

※①入院 ・施設入所　②学生　③その他 (　　　　　　　) 整理番号 -　　　　　-

個人コード ※不在者氏名 ※続柄 ※入院先 ・学校名など ※減免期間　

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成　　　年　　　月　　　日

行政協力員等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し尿汲取り手数料減免申請書　（　新規 ・  更新　）

平成　　　年　　　月　　　日　　　

　　　荒尾市長 様
住　　　所　　荒尾市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

ふ　り　が　な

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　　-　　　　 　 　

　

一
般
世
帯
の

「
し
尿
汲
取
り
手
数
料
」
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
世
帯
人
数
に
基

づ
い
て
算
出
し
て
い
ま
す
。
長
期
不
在
の
人
が
い
る
世
帯
は
、
減
免
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

し
尿
汲
取
り
手
数
料
は
口
座
振
替
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

希
望
す
る
場
合
は　

・
最
新
の
領
収
書 

・
通
帳 

・
通
帳
印　

を
お
持
ち
の
う
え
、

金
融
機
関

（ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
）
で
直
接
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
対
象　

１
カ
月
以
上
長
期
不
在
の
人

（
住
民
異
動
届
を
し
な
い
ま
ま
入
院
、
施

設
入
所
、
学
校
ま
た
は
仕
事
の
関
係
で

市
外
に
在
住
の
人
な
ど
）
が
い
る
世
帯

●
手
続
き
方
法　

下
記

「
し
尿
汲
取
り

手
数
料
減
免
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
環
境
保
全
課
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
入
院
、
施
設
入
所
の
場
合
は
領
収
書
、

入
院
証
明
書
の
提
出
を
も
っ
て
不
在
証

明
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
締
め
切
り　

４
月
30
日

（
金
）

[

申
・
問]

環

境

保

全

課 

☎
63

・

１
３
７
０

【
提
出
す
る
と
き
の
注
意
点
】

１
．
減
免
期
間
は
、
提
出
し
た
月

か
ら
最
長
で
当
該
年
度
の
３
月
ま
で

の
年
度
限
り
で
す
。
期
間
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
の
減
免
は
、
手
続
き
上
で

き
ま
せ
ん
。

２
．
平
成
21
年
度

（
平
成
21
年
４

月
～
平
成
22
年
３
月
）
中
に
手
続

き
を
し
た
世
帯
で
、
４
月
以
降
も

引
き
続
き
不
在
の
人
が
い
る
場
合

は
、
改
め
て
減
免
申
請
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。
更
新
を
忘
れ
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

３
．
減
免
対
象
者
が
自
宅
へ
戻
ら

れ
た
場
合
、
環
境
保
全
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

し
尿
汲
取
り
一
般
世
帯
の
み
な
さ
ん
！

　

４
月
は

「
し
尿
汲
取
り
手
数
料
」
の

減
免
申
請
の
更
新
月
で
す

人
口
動
態
の
職
業
・
産
業

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
毎
年
人

口
動
態
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
こ
の
調
査
は
皆
さ
ん
か
ら
の

出
生

・
死
亡

・
死
産

・
婚
姻

・

離
婚
の
各
届
書
を
も
と
に
、
出

生
や
死
亡
の
状
況
な
ど
を
調
べ
る

も
の
で
す
。

　

本
年
は
国
勢
調
査
の
行
わ
れ
る

年
の
た
め
、
各
届
出
書
の
提
出
の

際
に
、
届
書
に
職
業
の
記
入
を

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
死
亡
届
に
は
、
併
せ
て

産
業
の
記
入
も
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
届
出
の
際
は
ご
面
倒
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
結
果
は
、
今
後
の

厚
生
労
働
行
政
の
基
礎
資
料
と

し
て
活
用
し
ま
す
。

●
調
査
期
間　

４
月
１
日
～
平
成

23
年
３
月
31
日
ま
で
の
１
年
間

●
調
査
対
象
者　

出
生

・
死
亡

・

死
産

・
婚
姻

・
離
婚
の
届
出
を

す
る
人

[

問]

市
民
課
☎
63
𢹂
１
３
２
６
、

☎
63

・
１
３
０
２
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くらしの情報

一 部 の 地 域 で 広 報 配 送 の 方 法 が 変 わ り ま す

平
成 18 年度から、 市内の一部の

行政区で、 従来の 「自治会を

通じて広報を配付する方法」 から 「各

世帯へ直接配付する方法」 に変更す

るモデル事業を実施し、 高齢化社会

を迎えている本市の広報配布の在り

方を検討してきました。

　この度、 さまざまな面から検証を行

った結果、 平成 22 年度からの広報

配送については、 各行政区の状況に

応じて、 それぞれの判断で、 「自治

会配布」 「直送配布」 のいずれかを

選択することにしました。

　広報直送事業については 4 月 15

日号から実施します。

　該当する行政区にお住まいのみなさ

んには、 ご理解とご協力をよろしくお

願いします。

　なお、 該当する行政区と実施内容

は右のとおりです

― 実 施 内 容 ―

▼広報 ・ 全戸配布文書
　広報の配送日から 3 日以内
　にシルバー人材センターから
　全戸配付
▼班回覧　従来どおり

―直送実施地区―

　境崎東、 境崎中、 境崎西、

　西原町３丁目、 一紡、
　新大和、荒尾大谷、牛水上、
　みどり、 上赤田

市営住宅空家補充入居待機者 （追加） を募集します

申
込者について抽選を行って入居

順位を決め、 登録しています。

希望団地に空家が生じたとき、 実態調

査のうえで適正と認められる人について、

この入居順位に従って上位の人から空

家を紹介していくものです。 直ちに入居

できるものではありません。

【募集住宅】

八幡台団地 （家族向けのため、 単身での入居はできません）

●間取り　3K または 3DK

●家賃　入居者の収入に応じて決まります。

●入居資格　①国税 ・ 地方税を滞納していない人　②荒尾市内に在

住し、 収入がある人で弁済の資力を有する人 （厚生年金 ・ 国民年金

受給者を含む） を保証人にできる人　③申込者および同居者が暴力

団員でないこと※平成 21 年度 （平成 21 年 6 月 17 日および平成 22

年 3 月 3 日抽選） 待機中の皆さんも申込ができます。

【入居の申込収入基準】

●一般階層　月額所得 15 万 8,000 円以下

｛標準世帯（親子 4 人家族）の場合　世帯の年収 447 万 1,999 円以下｝

●裁量階層 （就学前児童 ・ 障がい者 ・ 高齢者世帯） 月額所得 21

万 4,000 円以下

｛標準世帯 （同） の場合　世帯の年収 531 万 1,999 円以下｝

【申込用紙配布】

●日時　3 月 15 日 （月） ～ 3 月 19 日 （金）、 午前 9 時～午後 5 時

●場所　市役所 2 階　都市整備課

【申込受付期間 ・ 場所】

●日時　3 月 16 日 （火） ～ 25 日 （木）

　午前 9 時～午後 5 時　※土 ・ 日 ・ 祝

日を除く

●場所　市役所 2 階　都市整備課

【入居順位抽選会】

●日時　3 月 30 日（火）午前 10 時～ （受

付 9 時 30 分～）

●場所　市役所 1 階　11 号会議室

※詳しくはお問い合わせください。

[ 問 ] 都市整備課 ☎ 63-1491

[ 問 ] 総務課 ☎ 63-1209

あ ら お よ か よ か 元 気 券 　 ご 利 用 期 限 は ３ 月 3 1 日 ま で

あらお よかよか元気券

お
忘れではありませんか？ご購入い

ただきました 「あらお よかよか元

気券」 の利用期限が迫っています。 期

限を過ぎるとご利用できなくなります。 ま

た、 「あらお よかよか元気券」 の払い

戻しは行いません。 必ず期限内にご利

用ください。

【利用期限】

平成22年3月31日 （水）

[ 問 ] 荒尾商工会議所 ☎ 62-1211


